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中
国
は
他
国
と
比
べ
て
障
害
者
統
計
の
調
査
に

積
極
的
で
あ
り
、
一
九
八
七
年
に
初
め
て
全
国
的

な
障
害
者
サ
ン
プ
ル
調
査
が
実
施
さ
れ
た
の
ち
、

二
〇
〇
六
年
四
月
に
第
二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て

い
る
。
国
家
の
発
展
戦
略
を
記
し
た「
国
民
経
済・

社
会
発
展
計
画
」
に
沿
っ
て
制
定
さ
れ
る
「
障
害

者
事
業
発
展
綱
要
」
の
デ
ー
タ
収
集
の
た
め
で
あ

る
。
ま
た
、
中
国
は
貧
困
を
解
消
し
て
「
や
や
ゆ

と
り
の
あ
る
」
社
会
を
全
面
的
に
建
設
す
る
と
い

う
国
家
目
標
を
打
ち
立
て
て
い
る
が
、
通
常
の
指

標
で
は
障
害
者
の
実
態
が
埋
も
れ
て
し
ま
う
た
め
、

障
害
者
の
ニ
ー
ズ
を
加
味
し
た
新
し
い
指
標
が
開

発
さ
れ
、
第
二
次
調
査
を
踏
ま
え
た
継
続
的
な
追

跡
調
査
が
全
国
障
害
者
状
況
観
測
と
い
う
形
で
開

始
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
障
害
者
調
査

に
対
す
る
中
国
の
姿
勢
を
考
察
し
た
う
え
で
、
調

査
結
果
で
明
ら
か
に
な
っ
た
障
害
者
の
生
計
状
況

に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

●
障
害
者
調
査
の
方
向
性

　

障
害
当
事
者
団
体
か
ら
の
働
き
か
け
も
あ
り
障

害
者
調
査
の
設
計
・
実
施
の
国
際
的
潮
流
は
、
Ｉ

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｈ
（
国
際
障
害
分
類
）
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｆ
（
国

際
生
活
機
能
分
類
）
へ
の
移
行
、
障
害
の
医
療
モ

デ
ル
か
ら
社
会
モ
デ
ル
へ
の
転
換
、
そ
し
て
各
段

階
に
お
け
る
障
害
当
事
者
の
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン

の
方
向
に
あ
る
。
中
国
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。

　

中
国
は
第
二
次
全
国
障
害
者
サ
ン
プ
ル
調
査
を

実
施
す
る
に
あ
た
り
、
二
〇
〇
五
年
末
に
国
務
院

の
承
認
を
受
け
て
「
障
害
基
準
」
の
改
訂
を
行
っ

た
。
本
改
訂
に
あ
た
っ
て
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
推
奨
す
る

Ｉ
Ｃ
Ｆ
に
組
み
替
え
を
行
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
障
害
基
準
お
よ
び
障
害
調
査
票
の
内
容

を
見
る
と
機
能
障
害
に
加
え
、
他
人
と
の
付
き
合

い
、
生
活
活
動
お
よ
び
社
会
参
加
な
ら
び
に
環
境

因
子
が
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
Ｉ
Ｃ
Ｆ
と
の

整
合
性
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
努
力
が
確
認

で
き
る
。

　

障
害
の
社
会
モ
デ
ル
に
つ
い
て
も
、
障
害
基
準

が
Ｉ
Ｃ
Ｆ
に
改
め
ら
れ
、
環
境
因
子
が
調
査
項
目

に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特
に
、
全
国
障

害
者
状
況
観
測
を
用
い
た
「
全
国
障
害
者
小
康
プ

ロ
セ
ス
観
測
指
標
体
系
」
で
は
、
生
存
状
況
、
発

展
状
況
の
ほ
か
、
環
境
状
況
が
指
標
分
類
の
ひ
と

つ
に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
障
害
者
個
人
に
起
因
す

る
要
因
以
外
の
側
面
の
捕
捉
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
環
境
状
況
と
は
、
障
害
者
が
全
面
的

に
や
や
ゆ
と
り
の
あ
る
生
活
を
実
現
す
る
重
要
な

外
部
条
件
で
あ
り
、
障
害
者
事
業
の
法
制
環
境
、

障
害
者
の
社
会
参
加
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
環

境
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
参
考
文

献
①
）。

　

し
か
し
、
環
境
状
況
の
調
査
項
目
の
詳
細
を
見

る
と
、
慰
問
が
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
バ
リ
ア
フ

リ
ー
公
共
施
設
が
あ
る
か
は
問
わ
れ
て
い
る
も
の

の
、
社
会
に
ど
の
よ
う
な
バ
リ
ア
ー
が
存
在
す
る

か
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
障
害
種
別
に
詳

細
に
質
問
し
て
い
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
項

目
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
聴
覚
障
害
の
場
合
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
設
問
と
な
っ
て
い
る
。
①
一
年
内
に

聴
力
補
装
具
を
使
用
し
た
か
。
②
現
在
ど
の
よ
う

な
補
装
具
を
使
用
し
て
い
る
か
。
③
使
用
し
て
い

る
補
装
具
の
効
果
は
ど
う
か
。
④
補
装
具
を
使
用

し
な
い
理
由
は
何
か
。
⑤
一
年
内
に
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
訓
練
を
受
け
た
か
。
⑥
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
訓
練
に
満
足
し
て
い
る
か
。
⑦
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
訓
練
を
受
け
な
い
理
由
は
何
か
、

な
ど
で
あ
る
。
障
害
者
個
人
を
追
跡
す
る
調
査
で

も
あ
る
の
で
や
む
を
得
な
い
面
は
あ
る
が
、
設
問

に
社
会
の
バ
リ
ア
ー
を
問
う
項
目
が
な
い
こ
と
か

小
林
昌
之

政
府
主
導
に
よ
る
全
国
的
障
害
者
調
査
の
実
施

︱
︱
中
国
の
障
害
者
と
生
計
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ら
、
中
国
の
障
害
認
識
が
社
会
モ
デ
ル
へ
転
換
し

た
と
い
え
る
の
か
疑
問
が
残
る
。

　

障
害
当
事
者
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の

調
査
で
も
障
害
者
連
合
会
に
事
務
局
が
置
か
れ
、

連
合
会
の
幹
部
、職
員
が
企
画・立
案
に
か
か
わ
っ

て
い
る
。
中
国
障
害
者
連
合
会
は
、
障
害
者
お
よ

び
そ
の
家
族
、
友
人
な
ら
び
に
障
害
者
事
業
従
事

者
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
代
表
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
、

管
理
の
三
つ
の
機
能
を
果
た
す
も
の
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
障
害
当
事
者
の
一
定
の
参
加
が

あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
れ

は
障
害
当
事
者
の
意
見
が
調
査
デ
ザ
イ
ン
に
反
映

さ
れ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
例
え
ば
、

聴
覚
障
害
者
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
欠
か
せ
な
い
手
話
通
訳
に
関
す

る
項
目
は
ど
こ
に
も
存
在
し
て
お
ら
ず
、
障
害
当

事
者
か
ら
の
視
点
が
不
足
し
て
い
る
。
ま
た
、
よ

り
正
確
な
聞
き
取
り
を
す
る
た
め
に
障
害
当
事
者

が
調
査
員
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る

が
、
こ
の
点
も
実
施
体
制
の
な
か
に
十
分
組
み
込

ま
れ
て
い
な
い
。
実
際
の
調
査
で
は
、
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
障
害
の
疑
い
あ
り
と
判
断
さ
れ

た
者
が
、
そ
の
後
の
医
師
や
調
査
員
か
ら
の
聴
取

を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
事
例
も
報
告
さ
れ
て
お

り
、
被
調
査
者
の
心
理
的
な
バ
リ
ア
ー
を
解
放
す

る
手
段
も
必
要
だ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

●
障
害
者
の
概
況

　

つ
ぎ
に
、
障
害
者
の
概
況
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

就
業
状
況
を
含
め
た
収
入
源
お
よ
び
所
得
と
家
計

収
支
に
つ
い
て
、
都
市
部
と
農
村
部
の
差
異
や
全

国
平
均
と
の
乖
離
に
留
意
し
な
が
ら
紹
介
し
た
い
。

　

二
〇
〇
六
年
の
第
二
次
全
国
障
害
者
サ
ン
プ
ル

調
査
で
は
、
中
国
に
は
人
口
の
六・
三
四
％
、

八
二
九
六
万
人
の
障
害
者
が
い
る
と
推
計
さ
れ
た

（
図
１
）。
ま
た
、
障
害
者
を
有
す
る
世
帯
数
は
全

世
帯
の
一
七・
八
％
の
七
〇
五
〇
万
戸
と
さ
れ
た
。

障
害
者
数
は
一
九
八
七
年
の
五
一
六
四
万
人
と
比

較
し
て
三
一
三
一
万
人
増
加
し
、
総
人
口
に
占
め

る
割
合
も
上
昇
し
た
。
増
加
の
原
因
と
し
て
は
、

①
総
人
口
の
増
加
、
②
人
口
年
齢
構
造
の
高
齢
化
、

③
障
害
基
準
・
認
定
方
法
の
改
定
、
④
工
業
化
に

よ
る
傷
害
リ
ス
ク
増
や
医
療
衛
生
水
準
向
上
に
よ

る
障
害
予
防
な
ど
、
社
会
環
境
因
子
の
影
響
が
考

え
ら
れ
て
い
る
（
参
考
文
献
②
）。

　

第
二
次
調
査
を
指
導
し
た
グ
ル
ー
プ
は
、
新
た

に
増
加
し
た
障
害
者
数
の
七
五
％
以
上
が
高
齢
障

害
者
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
同
上
）。
年
齢

構
造
を
見
る
と
、
障
害
者
の
う
ち
六
五
歳
以
上
の

高
齢
障
害
者
が
占
め
る
割
合
は
四
五・
二
六
％
と

な
っ
て
お
り
（
表
１
）、
総
人
口
に
お
け
る
高
齢

者
の
割
合
で
あ
る
七・
九
三
％
を
大
幅
に
上
回
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
同
時
に
六
五
歳
以
上
の
人
口
に

占
め
る
障
害
者
の
割
合
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
お

り
、
六
五
歳
以
上
の
人
の
約
三
六
％
が
何
ら
か
の

障
害
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
高
齢
者
は
、

生
理
機
能
の
衰
退
や
各
種
疾
患
に
よ
り
障
害
に
至

る
率
が
高
く
な
り
、
こ
れ
が
今
回
障
害
者
人
口
を

増
加
さ
せ
た
主
因
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
今
回
の
公
表
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
は
障
害
者

と
な
っ
た
年
齢
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
障
害
者
が

高
齢
化
し
た
場
合
と
、
そ
れ
ま
で
障
害
が
な
い
人

が
高
齢
と
な
っ
て
障
害
者
と
な
っ
た
場
合
の
両
方

が
含
ま
れ
る
。
前
者
と
後
者
と
で
は
教
育
や
生
活

収
入
源
な
ど
で
大
き
な
差
異
が
生
じ
る
可
能
性
が

あ
り
、
こ
の
点
を
考
慮
し
て
分
析
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
両
者
を
区
別
す
る
こ

と
な
く
扱
い
、
高
齢
化
に
か
か
わ
る
議
論
は
今
後

の
課
題
と
す
る
。

●
障
害
者
の
就
業
状
況

　

第
二
次
調
査
に
よ
る
と
障
害
者
の
全
国
就
業
率

は
約
三
〇
％
で
あ
り
、
非
障
害
者
を
含
め
た
全
国

の
就
業
率
七
〇
％
と
比
較
す
る
と
半
分
以
下
で
あ

り
、
多
く
の
障
害
者
は
独
立
し
た
経
済
的
手
立
て

を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
未
就

業
の
理
由
は
、
①
労
働
能
力
の
喪
失
、
②
家
事
手

伝
い
、
③
離
退
職
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
未
就
業
者
の
主
要
な
生
活
収
入
源
は
、
①
家
族

に
よ
る
扶
養
（
七
二
％
）、
②
離
退
職
年
金

（
一
七
％
）、
③
レ
イ
オ
フ
な
ど
に
よ
る
基
本
生
活

費
受
給
（
八
％
）
で
あ
り
、
多
く
の
障
害
者
が
家

族
の
扶
養
下
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

前
記
の
数
値
は
、
七
五
％
の
障
害
者
が
居
住
し

て
い
る
農
村
の
状
況
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。

都
市
部
と
農
村
部
の
デ
ー
タ
を
公
表
し
て
い
る

二
〇
〇
七
年
の
障
害
者
状
況
観
測
の
結
果
を
見
て

み
る
と
都
市
部
の
就
業
率
は
三
二
％
、
農
村
部
は

五
三
％
で
あ
り
、
未
就
業
者
の
収
入
源
も
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
（
参
考
文
献
①
）。
都
市
部
の
未

就
業
者
の
収
入
源
は
割
合
が
高
い
順
に
、
①
基
本

生
活
費
受
給
、
②
家
族
に
よ
る
扶
養
、
③
離
退
職

年
金
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
農
村
部
は
、
①
家
族

表１　年齢階層別の人口割合
第　２　次　調　査

障害者 中国全体1） 階層中の障害者1）
0-14歳 4.66% 19.75% 1.50%
15-64歳 50.08% 72.32% 4.39%
65歳以上 45.26% 7.93% 36.19％
（出所）�参考文献②および「中華人民共和国2006年国民経済和社会発展統計

公報」に基づき作成。
（注）1）2006年末総人口に基づき計算。

図１　障害種別人数の推移

（出所）参考文献②に基づき作成。
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に
よ
る
扶
養
の
割
合
が
七
六
％
以
上
占
め
、
そ
の

つ
ぎ
が
、②
基
本
生
活
費
受
給
と
な
っ
て
い
る（
図

２
）。
都
市
部
で
は
企
業
・
事
業
単
位
を
退
職
し

た
あ
と
の
退
職
年
金
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
主
と

し
て
農
業
に
従
事
者
し
て
い
た
農
村
障
害
者
に
は

同
様
な
保
障
は
存
在
せ
ず
、
多
く
が
家
族
の
扶
養

の
下
に
あ
る
。

●
障
害
者
世
帯
の
所
得
水
準

　

障
害
者
は
就
業
率
が
低
い
こ
と
も
あ
り
、
障
害

者
を
有
す
る
世
帯
の
収
入
も
低
く
な
っ
て
い
る
。

第
二
次
調
査
で
は
、
障
害
者
を
有
す
る
世
帯
の

二
〇
〇
五
年
の
一
人
あ
た
り
の
平
均
収
入
は
、
都

市
部
で
年
間
四
八
六
四
元
（
七
万
一
二
五
七
円
）、

農
村
部
で
二
二
六
〇
元
（
三
万
三
一
〇
九
円
）
で

あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
同
年
の
非
障
害
者
を
含
め
た
全
国
の
一
人
あ

た
り
の
平
均
収
入
は
、
都
市
部
で
一
万
一
三
二
一

元
、
農
村
部
で
四
六
三
一
元
で
あ
り
、
障
害
者
世

帯
は
全
国
水
準
の
半
分
以
下
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ

の
事
実
は
最
低
生
活
保
障
の
受
給
率
や
農
村
貧
困

世
帯
の
割
合
な
ど
に
現
れ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
六
年
の
第
二
次
調
査
で
は
、
都
市
障
害

者
の
一
三
％
が
生
活
保
護
費
に
あ
た
る
居
民
最
低

生
活
保
障
金
の
給
付
を
受
け
、
さ
ら
に
一
〇
％
が

定
期
ま
た
は
不
定
期
に
現
金
や
食
物
な
ど
そ
の
他

の
救
済
を
受
け
て
い
た
。
一
方
農
村
部
で
は
、
農

村
障
害
者
の
五
％
が
居
民
最
低
生
活
保
障
金
の
給

付
を
受
け
、
一
二
％
が
定
期
ま
た
は
不
定
期
に
救

済
を
受
給
し
て
い
た
。
二
〇
〇
七
年
の
障
害
者
状

況
観
測
の
結
果
で
は
、
居
民
最
低
生
活
保
障
金
の

受
給
率
は
そ
れ
ぞ
れ
上
昇
し
、
都
市
障
害
者
は

二
〇
％
、
農
村
障
害
者
は
一
三
％
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
な
ど
先
進
国
の
場
合
、
生
活
保
護
受
給
率
が

高
ま
る
こ
と
は
、
経
済
状
況
や
雇
用
状
況
の
悪
化

で
生
活
が
苦
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の

と
さ
れ
る
が
、
中
国
は
受
給
率
の
上
昇
を
歓
迎
し

て
い
る
（
参
考
文
献
①
）。
現
状
で
は
、
制
度
の

整
備
が
進
み
、
本
来
支
給
さ
れ
る
べ
き
貧
困
層
へ

の
支
援
が
改
善
さ
れ
た
と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

農
村
貧
困
世
帯
を
見
て
み
る
と
、
障
害
者
世
帯

の
貧
困
比
率
は
全
国
水
準
よ
り
も
高
い
。
例
え
ば
、

中
国
が
設
定
し
て
い
る
貧
困
線
の
六
八
三
元

（
一
万
六
円
）
よ
り
も
一
人
当
た
り
収
入
が
低
い

世
帯
の
割
合
は
全
体
の
一
三
％
、そ
の
つ
ぎ
の「
低

収
入
」（
六
八
四
～
九
四
四
元
）
に
属
す
る
世
帯

は
八
％
で
あ
っ
た
。
目
下
、
全
国
の
農
村
貧
困
人

口
の
比
率
は
二・
五
％
、
約
二
一
〇
〇
万
人
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
三
分
一
以
上
が
障
害
者
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
、
中
国
は
「
農

村
障
害
者
貧
困
扶
養
開
発
計
画
」（
二
〇
〇
一
～

一
〇
年
）
お
よ
び
「
障
害
者
事
業
一
一・
五
発
展

綱
要
」
な
ら
び
に
貧
困
扶
養
事
業
方
案
な
ど
を
制

定
、
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
措
置

も
地
域
経
済
お
よ
び
地
方
政
府
の
財
政
状
況
に
よ

る
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
統
計
調
査
の
結
果

か
ら
読
み
取
れ
る
。
例
え
ば
、
障
害
者
の
一
人
あ

た
り
の
平
均
収
入
が
一
九
七
九
元
の
チ
ベ
ッ
ト
自

治
区
（
西
蔵
）
で
は
、
三
二
％
の
障
害
者
世
帯
が

貧
困
世
帯
で
あ
り
、
四
五
％
が
低
収
入
世
帯
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
定
期
的
な
救
済
措
置
を
受

け
て
い
る
世
帯
は
一
〇
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
一
人
あ
た
り
の
平
均
収
入
が

八
六
七
〇
元
の
上
海
で
は
、
貧
困
世
帯
は
〇
％
、

低
収
入
世
帯
も
わ
ず
か
三
％
で
あ
る
が
、
二
一
％

も
の
世
帯
が
定
期
的
な
救
済
を
受
給
し
て
い
る
。

都
市
部
と
農
村
部
の
障
害
者
の
間
に
は
就
業
に
よ

る
所
得
の
格
差
な
ど
が
存
在
す
る
ほ
か
、
地
方
財

政
も
貧
困
対
策
を
含
め
た
社
会
保
障
制
度
に
よ
る

生
計
保
障
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

●
障
害
者
世
帯
の
収
支

　

第
二
次
調
査
は
前
年
度
の
世
帯
収
入
し
か
調
査

し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
状
況
を
さ
ら
に
収
支
を

詳
細
に
調
査
し
て
い
る
二
〇
〇
七
年
の
障
害
者
状

況
観
測
で
見
て
み
よ
う
。
収
入
に
つ
い
て
は
、
都

市
障
害
者
世
帯
の
一
人
あ
た
り
の
年
間
平
均
総
収

入
は
七
八
五
九
元（
一
二
万
二
六
七
九
円
）で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
農
村
障
害
者
世
帯
の
一
人
あ
た

り
の
平
均
収
入
は
三
九
六
三
元
（
六
万
一
八
六
二

円
）
で
あ
っ
た
。
都
市
障
害
者
世
帯
の
主
た
る
収

入
源
は
、
退
職
年
金
を
含
む
①
転
移
性
収
入
、
②

賃
金
収
入
、
③
経
営
純
収
入
、
で
あ
っ
た
。
非
障

害
者
を
含
め
た
都
市
部
全
体
の
世
帯
収
入
に
占
め

る
賃
金
収
入
の
割
合
が
六
九
％
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
障
害
者
世
帯
の
そ
れ
は
半
分
の
三
四
％
で

あ
り
、
都
市
部
に
お
け
る
障
害
者
の
企
業
・
事
業

単
位
へ
の
就
業
率
の
低
さ
が
反
映
さ
れ
て
い
る

（
図
３
）。
他
方
、
農
村
障
害
者
世
帯
の
主
た
る
収

入
源
は
、
①
経
営
純
収
入
、
②
賃
金
収
入
、
③
転

移
性
収
入
で
あ
っ
た
（
図
４
）。

　

支
出
に
つ
い
て
は
、
都
市
障
害
者
世
帯
の
一
人

（出所）参考文献①に基づき作成。

図２　未就業障害者の収入源
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図３　都市障害者世帯の一人当たり平均収入

（出所）参考文献①および『中国統計年鑑2007』に基づき作成。
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あ
た
り
の
平
均
総
支
出
は
六
一
九
一
元
で
あ
っ
た

の
に
対
し
て
、
農
村
障
害
者
世
帯
の
一
人
あ
た
り

の
平
均
総
支
出
は
三
五
三
七
元
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
主
た
る
支
出
項
目
を
比
較
す
る
と
、
①
食

品
支
出
、
②
保
健
医
療
支
出
、
③
住
居
支
出
の
順

と
同
じ
で
あ
り
、
食
品
の
支
出
が
い
ず
れ
も
最
大

と
な
っ
て
い
る
（
図
５
、６
）。
前
二
者
に
つ
い
て
、

障
害
者
世
帯
と
全
国
平
均
を
比
較
す
る
と
、
つ
ぎ

の
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
、
食
品
に
つ
い
て
エ
ン

ゲ
ル
係
数
を
み
る
と
、
全
国
平
均
が
三
九・
八
％

で
あ
る
の
に
対
し
て
障
害
者
世
帯
の
エ
ン
ゲ
ル
係

数
は
四
六・
七
％
と
高
く
な
っ
て
い
る
。
一
般
に

エ
ン
ゲ
ル
係
数
が
高
い
ほ
ど
生
活
水
準
は
低
い
と

さ
れ
る
の
で
、
障
害
者
世
帯
の
生
活
水
準
は
全
体

と
比
較
し
て
低
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
な
お
、

都
市
・
農
村
別
で
み
る
と
、
都
市
障
害
者
世
帯
の

エ
ン
ゲ
ル
係
数
は
四
三・
八
％
、
農
村
障
害
者
世

帯
は
四
七・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
保
健
医
療
に

つ
い
て
も
顕
著
な
差
が
み
ら
れ
る
。
都
市
部
で
は
、

障
害
者
世
帯
の
一
人
あ
た
り
の
平
均
保
健
医
療
支

出
が
一
一
二
七
元
（
二
一
％
）
な
の
に
対
し
て
、

全
都
市
居
民
世
帯
は
六
二
〇
元
（
七
％
）
で
あ
り
、

障
害
者
が
負
担
し
て
い
る
医
療
費
は
金
額
、
消
費

支
出
に
占
め
る
割
合
と
も
に
二
倍
近
く
高
い
。
農

村
部
も
同
様
で
あ
り
、
農
村
障
害
者
世
帯
の
一
人

あ
た
り
の
平
均
保
健
医
療
支
出
が
四
六
五
元

（
一
七
％
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
全
農
村
居
民

世
帯
は
一
九
二
元
（
七
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
障

害
者
世
帯
の
可
処
分
所
得
が
全
体
の
平
均
よ
り
も

低
い
な
か
、
支
出
面
で
も
障
害
者
世
帯
は
エ
キ
ス

ト
ラ
コ
ス
ト
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

●
お
わ
り
に

　

障
害
者
の
生
計
に
つ
い
て
、
障
害
者
の
就
業
率

は
非
障
害
者
を
含
め
た
全
国
平
均
の
半
分
に
満
た

ず
、
そ
の
影
響
は
最
低
生
活
保
障
の
受
給
率
や
農

村
貧
困
世
帯
の
割
合
の
違
い
に
も
現
れ
て
い
る
。

ま
た
、
障
害
者
世
帯
の
可
処
分
所
得
が
全
体
の
平

均
よ
り
も
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
出
面
で
は

医
療
費
の
金
額
お
よ
び
消
費
支
出
に
占
め
る
割
合

が
と
も
に
二
倍
近
く
高
く
、
障
害
者
世
帯
は
大
き

な
エ
キ
ス
ト
ラ
コ
ス
ト
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
障
害
者
の

生
計
確
保
が
非
障
害
者
よ
り
も
深
刻
な
問
題
で
あ

り
何
ら
か
の
措
置
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
示
唆

さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
も
地
域
経
済

お
よ
び
地
方
政
府
の
財
政
状
況
に
よ
る
影
響
を
受

け
る
こ
と
に
な
る
。
都
市
部
と
農
村
部
の
障
害
者

の
間
に
は
就
業
に
よ
る
所
得
の
格
差
な
ど
に
加
え

て
、
貧
困
対
策
を
含
め
た
社
会
保
障
制
度
に
よ
る

生
計
保
障
の
差
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

地
域
経
済
が
影
響
す
る
地
方
政
府
の
財
政
で
は
賄

え
な
い
諸
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
が
直
接
保
障
し

て
い
く
方
法
の
創
設
が
期
待
さ
れ
る
。

（
こ
ば
や
し　

ま
さ
ゆ
き
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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図４　農村障害者世帯の一人当たり平均収入

（出所）参考文献①および『中国統計年鑑2007』に基づき作成。

図５　都市障害者世帯の一人当たり平均支出

（出所）参考文献①および『中国統計年鑑2007』に基づき作成。
（注）都市全体の「その他」は転移性支出を含む。
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図６　農村障害者世帯の一人当たり平均支出

1217 1242 243 305 528
289469

192

農村全体

4485元

177

1332 441355402465

189 176

農村障害者 3537元

0 1000 2000 3000 4000 5000

食品支出 保健医療支出 住居支出 経営支出
転移性支出 交通・通信支出 教育・文化支出 その他
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